
料金改定のお知らせ
凍結胚（受精卵）保存延長費用について

当院では凍結胚（受精卵）の安全な長期保管体制を維持するため、
保管設備の維持管理費、電力費、凍結保存資材費等の上昇を踏まえ、
凍結胚保存延長費用を下記の通り改定させていただきます。

患者様にはご負担をおかけいたしますが、
今後も安全で質の高い生殖医療を提供するため、
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

※保存されている胚の個数による料金の変更はありません。
※保存延長手続きの際にお支払いいただく費用となります。
※ 都内の他の生殖医療機関の標準料金に合わせた改定です

現行

2年間 55,000円（税込）

↓
改定後

2年間 100,000円（税込）

適用開始：令和8年4月1日以降の保存延長手続きより

国立国際医療センター
産婦人科 生殖内分泌外来

※高度生殖医療のご案内はこちらから｜国立国際医療センター
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